（４月二次選考用）
利用内定施設（事業）変更希望届
                                   　　　　　     　　　　　 年    月    日
（あて先）千葉市長
保護者 住　　所  千葉市  　    区
氏　　名
                         　　電話番号      
　　　　　　　　　　　　 　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ　　　　　　　　　＠　　　　　　　　　　
次のとおり利用内定施設（事業）の変更を希望します。
	児童氏名
	ﾌﾘｶﾞﾅ
	利　用　内　定
施設（事業）名
	

	
	(　　　　年　　月　　日生)
	
	

	変更希望
施設（事業）名
（※上限第30希望まで）
	第１希望
	
	第９希望
	

	
	第２希望
	
	第10希望
	

	
	第３希望
	
	第11希望
	

	
	第４希望
	
	第12希望
	

	
	第５希望
	
	第13希望
	

	
	第６希望
	
	第14希望
	

	
	第７希望
	
	第15希望
	

	
	第８希望
	
	□第１６希望以降あり（別紙（任意様式）に記載してください。）

	変更希望理由

※該当理由に☑をしてください
	□１ 一次選考で第１希望の園に内定しなかったため
□２ 転居のため
(1)住所 千葉市     　区　　　　　　　　　　　　　　　　　
(2)連絡先電話　　（　　）
(3)転居予定日   　　　　　　年   　月　  　日
(4)同居家族の変更   なし・あり　※ありの場合は「支給認定申請内容変更届」の提出が必要です。
⇒具体的に　                               

□３ 勤務先の変更のため　※勤務時間、勤務日数が変わる場合は「支給認定変更申請書」の提出が必要です。
⇒具体的に
                                              　　
□４ その他  　            　　　　　　　　　　　　



	施設(事業)を
利用中（内定含む）のきょうだいがいる場合
※該当事由に☑をしてください
	●きょうだいが待機または、別々の園に入園になる場合（当てはまるものを１つだけチェック）
　□　一人も入園できれば入園する。
　□　別々の園でもよいが、同時期でなければ入園しない。
※申込児童のうち１人が利用可能でも、他の児童が同じ月に入園できなければ全員が不承諾となります。
　□　同時期に同じ園に入れなければ入園しない
※申込児童のうち１人が利用可能でも、他の児童が同じ月に同じ園に入園できなければ全員が不承諾となります。
●きょうだいが同じタイミングで入園ができる場合（当てはまるものを１つだけチェック）
　□　下位でも同じ園に入園を優先する。
　□　希望順位を優先する
※別々の園に入園となる場合があります。

	確認事項
※必ずご一読ください
	・４月二次選考にて内定した場合は、一次選考の内定園は利用することができません。
・４月二次選考において不承諾となった場合、５月以降年度末までは転園申請として取り扱います。












